
自治体中間サーバー・プラットフォーム第三次システム機器等賃貸借 仕様書 

 

① 契約者名（借主） 
熊本県菊池郡大津町大字大津１２３３番地 

大津町長 金田 英樹 

② リース対象物件 
自治体中間サーバー・プラットフォーム第三次システム機器等 一式 

（別紙明細書のとおり） 

③ リース対象物件価格 6,128,000円 （消費税別） 

④ リース期間 
令和 7年 11月 1日～ 

令和 12年 10月 31日 
５ヶ年 

⑤ 設置場所 
熊本県菊池郡大津町大字大津１２３３番地 

大津町役場 3階 サーバー室 

⑥ 売主 

熊本市中央区九品寺 1丁目 5番 11号 

株式会社ＲＫＫＣＳ 

代表取締役 金子 篤 

TEL：096-312-5140／FAX：096-312-5200 

⑦ 契約方法 ５ヶ年継続契約（債務負担行為済み） 

⑧ リース期間中の動産保険 有り 

⑨ リース対象物件の保守 有り（売主特定業務含有済み） 

⑩ リース満了後の条件 無償譲渡（現状有姿での譲渡） 

⑪ 本機器の廃棄処分 
リース機器の撤去作業・運搬・廃棄処分に要する費用は借主の負担と

する 

⑫ 期間中の固定資産税 非課税 

⑬ 
借主からリース会社への

支払 
請求日・支払期限は別表１のとおりとする 

⑭ 
リース会社から売主への

支払 
令和 7年 11月 30日（日）までに現金にて口座振替を行う 

⑮ 契約書 契約書（案）については、業者提案とする 

⑯ 契約保証金 大津町財務規則第６９条第１項第３号に基づき免除する 

⑰ その他条件 

消費税額及び地方消費税（以下、「消費税」という）は、本契約の締結

時に適用される税率に基づき算定されたものであり、税率の改定その

他の事由により消費税額及び消費税額の算定方法に変更が生じた場合

には、消費税額は変更されるものとする。なお、消費税額の算定に際

して１円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとする。 

⑱ 売主問い合わせ先 

熊本市中央区九品寺 1丁目 5番 11号 

株式会社ＲＫＫＣＳ 

代表取締役 金子 篤 

TEL：096-312-5140／FAX：096-312-5200 

 

 



別表１ 

 各年度におけるリース料の支払い等は下表のとおりとする。 

  

区 分 賃 借 期 間 請 求 日 支払期限 

４・５月期 ４月１日～５月末日 ６月１日以降 ６月末日 

６・７月期 ６月１日～７月末日 ８月１日以降 ８月末日 

８・９月期 ８月１日～９月末日 １０月１日以降 １０月末日 

１０・１１月期 １０月１日～１１月末日 １２月１日以降 １２月末日 

１２・１月期 １２月１日～１月末日 ２月１日以降 ２月末日 

２・３月期 ２月１日～３月末日 ４月１日以降 ４月末日 

 


